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船舶インシデント調査報告書 

 

                            平成２４年１０月１８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 運航阻害 

発生日時 平成２３年５月６日 １１時４３分ごろ 

発生場所 香川県多度津町佐
さ

柳
なぎ

島南東方沖 

 多度津町所在の佐柳港９号防波堤灯台から真方位１６８°１,６５０

ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１９.３′ 東経１３３°３８.０′） 

インシデント調査の経過  平成２３年８月１２日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（広島事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

ケミカルタンカー 新日徳
しんにっとく

丸、４７７トン 

 １２７２０９、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、株

式会社愛徳 

 ５２.６７ｍ（Lr）×１０.００ｍ×４.５０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７７２kＷ、昭和５８年４月１８日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６３歳 

 四級海技士（航海） 

  免  許  年  月  日 平成１年４月２６日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２１年１月１４日 

  免状有効期間満了日 平成２６年４月２５日 

機関長 男性 ７６歳 

 五級海技士（機関） 

  免  許  年  月  日 昭和４５年２月１３日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２１年６月２２日 

  免状有効期間満了日 平成２６年６月２１日 

 死傷者等 なし 

 損傷 減速機クラッチ用作動油管亀裂 

 インシデントの経過  本船は、船長及び機関長ほか３人が乗り組み、備讃瀬戸北航路を西

進中、平成２３年５月６日１１時０５分ごろ、可変ピッチプロペラ

（以下「ＣＰＰ」という。）の変節油圧力が低下して警報を発したの

ち、１１時４３分ごろ、クラッチが嵌入状態を持続できない状況とな

り、主機を停止した。 

 本船は、クラッチ用作動油管（以下「作動油管」という。）の管継
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手の溶接部に亀裂を生じて減速機内の潤滑油が漏れており、亀裂部に

テープを巻いて応急措置を施し、潤滑油を足して主機を始動したの

ち、タグボートに援助されて最寄りの修理地に到着して修理された。

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.６ｍ 

 その他の事項 

 

 作動油管は、呼び径１５Ａ（外径２１.７mm）、長さ約１.６ｍの圧

力配管用炭素鋼鋼管であり、防振金具、クッション材等で固定される

ことなく敷設されており、鋼製床板に覆われて上方から視認できない

状態となっていた。 

 機関長は、乗船していた１２年間に２回作動油管がすり切れて漏油

したことがあり、作動油管が振動していることを知っていたので、機

関室の床板をめくって点検を行っていたが、亀裂部は床板をめくって

も見ることが困難な位置であった。 

 作動油管は、一端が減速歯車車室に固定された電磁弁に管継手を介

してボルトで締め付けられていた。 

 クラッチの作動油とＣＰＰの変節油は、共に減速機内にためられた

潤滑油から供給されており、油量が約２００ℓであった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

なし 

あり 

なし 

 本船は、備讃瀬戸北航路を西進中、作動油管の管継手に亀裂を生じ

たことから、減速機内の潤滑油が漏れ、油量が減少してクラッチの作

動油圧力を喪失し、クラッチの嵌入状態を維持できなくなり、運航が

阻害されたものと考えられる。 

 本船は、作動油管にクッション材や防振金具等で防振措置を講じて

いれば、本インシデントの発生を回避できた可能性があると考えられ

る。 

原因  本インシデントは、本船が、備讃瀬戸北航路を西進中、作動油管の

管継手に亀裂を生じたため、クラッチの作動油圧力を喪失し、クラッ

チの嵌入状態を維持できなくなったことにより発生したものと考えら

れる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・作動油管の振動を抑制する措置を採ること。 

 ・作動油管の状況を容易に観察できるよう、点検のための環境を改

善すること。 

 ・作動油管の振動に気付いたときは、機関の製造者に相談するなど

して適切な防振措置を採ること。 

 




